
1

県 紋 章 つる 舞う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た

平成３０年１２月２８日（金） 第９６６３号

目 次■

ページ

規 則

○群馬県県税条例施行規則の一部を改正する規則（税務課） ２

告 示

○知事指定薬物の指定の失効（薬務課） ４６

○保安林の指定施業要件の変更予定（森林保全課） ４６

○道路の区域変更（道路管理課） ４７

○同 ４７

公 告

○特定非営利活動法人の定款変更に係る認証申請（県民生活課） ４７

○指定管理者の指定（自然環境課） ４８

○同（緑化推進課） ４８

○同 ４９

○同 ４９

○同 ４９

○同 ５０

○同 ５０

○土地改良事業の換地計画の決定に係る縦覧（農村整備課） ５０

○指定管理者の指定（都市計画課） ５１

収用委員会公告

○収用裁決手続の開始決定 ５１

○公示による通知 ５２

入 札 公 告

○一般競争入札の実施（情報政策課） ５２

○同（二葉特別支援学校） ５５

落 札

○落札者等の決定（小児医療センター） ５７

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号



2

規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
九
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

八

環
境
性
能
割
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
群
馬
県

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
条
例

第
二
十
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
条
例
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
申
告
書
を

提
出
す
る
場
合
に
係
る
納
付
に
係
る
徴
収
金
に
限
る
。
）

第
五
条
の
四
第
一
項
第
九
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
六
第
七
項
」
に
、

「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、

「
第
四
十
二
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
二
十
一
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
徴
収
し
た
自
動
車
税
」
を
「
徴
収
し
た
種
別
割
」
に
、
「
（
自
動
車

税
」
を
「
（
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
」
を
「
環
境
性
能
割
及
び
種
別

割
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
三
十
三
条
第
七
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第

百
四
十
七
条
の
十
六
第
七
項
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
七
第
三
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を

「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税

（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
六
ま
で

削
除

第
四
十
二
条
の
六
の
二
か
ら
第
四
十
二
条
の
六
の
十
ま
で
を
削
る
。

第
四
十
二
条
の
十
四
の
次
に
次
の
十
六
条
を
加
え
る
。

（
環
境
性
能
割
の
減
免
に
係
る
自
動
車
の
取
得
の
直
後
の
意
義
）

第
四
十
二
条
の
十
五

条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
得
し
た
自
動
車

が
そ
の
取
得
の
直
後
に
天
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
と
は
、
自
動

車
の
取
得
後
一
月
以
内
に
当
該
自
動
車
が
天
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た

場
合
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
減
免
承
認
通
知
等
）

第
四
十
二
条
の
十
六

知
事
は
、
条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
八
第
二
項
（
条
例
第
百
四
十
七
条
の
二

十
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
二
項
の
申
請
書

を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
環
境
性
能
割
の
減
免
を
承
認
し
た
と
き
又
は
環
境
性
能
割
の
減
免
を
認

め
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
減
免
承
認
通
知
書
又

は
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
減
免
不
承
認
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
一
項
の
身
体
障
害
者
等
の
範
囲
）

第
四
十
二
条
の
十
七

条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
等
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号

に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
級
別

専
ら
身
体
障
害
者
本
人
が
運
転

専
ら
身
体
障
害
者
の
通
学
、
通
院
、

す
る
場
合

通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
、
当
該
身

障
害
の
区
分

体
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又

は
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ

る
世
帯
の
身
体
障
害
者
を
常
時
介
護

す
る
者
が
運
転
す
る
場
合

視
覚
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

同
上

聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

同
上

平
衡
機
能
障
害

三
級

同
上

音
声
機
能
障
害

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音
声

機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

上
肢
不
自
由

一
級
及
び
二
級

同
上

下
肢
不
自
由

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

び
五
級

乳
幼
児
期
以
前
の

非
進
行
性
脳
病
変

に
よ
る
運
動
機
能
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障
害

上
肢
機
能

一
級
及
び
二
級

同
上

移
動
機
能

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

心
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

同
上

腎
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

同
上

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

同
上

ぼ
う
こ
う
又
は
直

一
級
及
び
三
級

同
上

腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

同
上

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

同
上

イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
機
能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

同
上

二

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度

専
ら
戦
傷
病
者
本
人
が
運
転
す

専
ら
戦
傷
病
者
の
通
学
、
通
院
、
通

る
場
合

所
又
は
生
業
の
た
め
に
、
当
該
戦
傷

障
害
の
区
分

病
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
身

体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯
の
戦
傷
病
者
を
常
時
介
護
す
る
者

が
運
転
す
る
場
合

視
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

聴
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

平
衡
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

音
声
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で

の
各
項
症
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る

音
声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に

限
る
。
）

上
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

下
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各

の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら

項
症

第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各

の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら

項
症

第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症

心
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

腎
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

呼
吸
器
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

ぼ
う
こ
う
又
は
直

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

腸
の
機
能
障
害

の
各
項
症

小
腸
の
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で

同
上

の
各
項
症

注

戦
傷
病
者
手
帳
の
等
級
欄
に

○旧
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
の
第
七
項
症
は
第
一
款
症

と
、
第
一
款
症
は
第
二
款
症
と
、
第
二
款
症
は
第
三
款
症
と
、
第
三
款
症
は
第
四
款
症

と
、
第
四
款
症
は
第
五
款
症
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
。

三

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
重
度
の
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
二
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
重
度
知
的
障
害

者
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
重
度
知
的
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
当
該
重
度

知
的
障
害
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
重
度
知
的
障

害
者
の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合
に
限
る
。

四

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一

級
の
障
害
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
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よ
る
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
医
療
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
二
条
の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
一
級
精
神
障
害
者
」
と

い
う
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
一
級
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
当
該
一
級
精
神
障

害
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
一
級
精
神
障
害
者
の

通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合
に
限
る
。

（
身
体
障
害
者
手
帳
等
へ
の
押
印
）

第
四
十
二
条
の
十
八

知
事
は
、
条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
つ
て
環
境
性
能
割
の
減

免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
減
免
申
請
書
の
提
出
を
受
け
て
こ

れ
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
身
体
障
害
者
手
帳
若
し
く
は
戦
傷
病
者
手
帳
の
備

考
欄
、
療
育
手
帳
の
予
備
欄
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
余
白
に
別
記
様
式
に
よ
る
受
理

印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
百
四
十
七
条
の
二
十
の
身
体
障
害
者
等
の
範
囲
等
）

第
四
十
二
条
の
十
九

条
例
第
百
四
十
七
条
の
二
十
各
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
等
は
、
次
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害

を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

障
害
の
級
別

視
覚
障
害

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

平
衡
機
能
障
害

三
級

音
声
機
能
障
害

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音
声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

一
級
及
び
二
級

下
肢
不
自
由

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級

乳
幼
児
期
以
前
の

非
進
行
性
脳
病
変

に
よ
る
運
動
機
能

障
害

上
肢
機
能

一
級
及
び
二
級

移
動
機
能

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

心
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

腎
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

ぼ
う
こ
う
又
は
直

一
級
及
び
三
級

腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
機
能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

二

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩

給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度

に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度

視
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

聴
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

平
衡
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

音
声
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音
声
機

能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

下
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款

症
ま
で
の
各
款
症

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款

症
ま
で
の
各
款
症

心
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

腎
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

呼
吸
器
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

ぼ
う
こ
う
又
は
直

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

腸
の
機
能
障
害
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小
腸
の
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

注

戦
傷
病
者
手
帳
の
等
級
欄
に

○旧
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
の
第
七
項
症
は
第
一
款
症

と
、
第
一
款
症
は
第
二
款
症
と
、
第
二
款
症
は
第
三
款
症
と
、
第
三
款
症
は
第
四
款
症

と
、
第
四
款
症
は
第
五
款
症
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
。

三

重
度
知
的
障
害
者

四

一
級
精
神
障
害
者

２

条
例
第
百
四
十
七
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専
ら
供
す

る
た
め
の
自
動
車
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め

の
自
動
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
装
着
す
る
も
の
と
す
る
。

一

車
椅
子
の
昇
降
装
置

二

車
椅
子
の
固
定
装
置

三

浴
槽

四

超
低
床
型
バ
ス
（
床
面
の
高
さ
が
空
車
状
態
に
お
い
て
三
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、

か
つ
、
全
て
の
乗
降
口
に
踏
み
段
が
な
く
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
乗
降
口
の
幅
が
十
分
に
広
い

バ
ス
を
い
う
。
）
に
係
る
ス
ロ
ー
プ
板
及
び
車
高
調
整
装
置

五

そ
の
他
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
特
別
の
装
置

（
環
境
性
能
割
の
交
付
金
算
定
に
関
す
る
資
料
の
提
出
）

第
四
十
二
条
の
二
十

施
行
規
則
第
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
知
事
に
対
し
て
行
う

資
料
の
提
出
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
交
付
金
算
定
資
料
報
告
書
を
毎

年
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
の
指
定
の
申
請
及
び
指
定
の
取
消
等
）

第
四
十
二
条
の
二
十
一

条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
代
金
収
納
計
器

（
以
下
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に

よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
の
取
扱
い
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
収
納
計
器
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ

の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
取
扱
場
所
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
取
扱
い
を
や
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
事
項
変
更
届
出
書
又
は
証
紙

代
金
収
納
計
器
取
扱
業
務
廃
止
届
出
書
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
収
納
計
器
取
扱
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
収
納
計
器
取
扱

者
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

収
納
計
器
に
よ
り
収
納
印
の
表
示
を
し
た
額
と
異
な
る
額
に
相
当
す
る
金
額
を
受
領
し
た
と

き
。

二

そ
の
他
収
納
計
器
取
扱
者
と
し
て
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
計
器
取
扱
者
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
者
指
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
当
該
収
納
計
器
取
扱
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
）

第
四
十
二
条
の
二
十
二

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
別
記
様
式
に
よ
る
標

札
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
計
器
の
始
動
に
必
要
な
別
記
様
式
に
よ
る
標
札
（
以
下
「
始
動
票

札
」
と
い
う
。
）
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
印
を
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
の
所
定
の
箇
所
に
判
明
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
始
動
票
札
の
額
面
金
額
を

限
度
と
し
て
収
納
計
器
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
始
動
票
札
の
出
納
保
管
等
）

第
四
十
二
条
の
二
十
三

始
動
票
札
の
出
納
及
び
保
管
は
、
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
の
収
納
担
当

出
納
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
始
動
票
札
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
始

動
票
札
買
受
申
請
書
を
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
、
始
動
票
札
の
額
面
金
額
か
ら
第

四
十
二
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
取
扱
手
数
料
を
差
し
引
い
た
金
額
を
記
入
し
た
別
記
様
式
に

よ
る
始
動
票
札
買
受
代
金
払
込
書
の
交
付
を
受
け
、
当
該
金
額
を
県
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
み
、

そ
の
旨
を
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
払
込
書
の
領
収
証
書
を
確
認
の
上
、
収
納
計
器
取
扱

者
に
始
動
票
札
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

始
動
票
札
は
、
こ
れ
を
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

収
納
計
器
を
変
更
し
た
と
き
。

二

収
納
計
器
に
よ
る
徴
収
を
廃
止
し
た
と
き
。

三

収
納
計
器
取
扱
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

四

そ
の
他
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

（
収
納
計
器
に
よ
り
表
示
す
る
印
影
の
形
式
等
）

第
四
十
二
条
の
二
十
四

条
例
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
収
納
計
器
に
よ
り

表
示
す
る
収
納
印
の
印
影
の
形
式
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
群
馬
県
証
紙
代
金
収
納
印
と
す
る
。

２

収
納
計
器
に
よ
り
収
納
印
を
申
告
書
に
表
示
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
収
納
印
の
印
影
に
表
示
さ

れ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
、
又
は
他
の
申
告
書
に
表
示
さ
れ
た
収
納
印
の
印
影
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
印
を
過
誤
表
示
し
た
と
き
は
、
当
該
収
納
印
の
印
影
を
別
記
様
式

に
よ
る
過
誤
表
示
印
に
よ
り
判
明
に
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
過
誤
表
示
金
額
還
付
申
請
書
に
よ
り
過
誤
表
示
し
た
収
納
印
の
額
に
相
当
す
る
金
額

の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
印
影
の
無
効
）

第
四
十
二
条
の
二
十
五

著
し
く
汚
染
し
、
又
は
毀
損
し
た
収
納
印
の
印
影
は
、
無
効
と
す
る
。

（
収
納
計
器
取
扱
手
数
料
）

第
四
十
二
条
の
二
十
六

知
事
は
、
毎
年
度
、
収
納
計
器
取
扱
者
に
対
し
、
収
納
計
器
に
よ
り
表
示
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さ
れ
た
金
額
（
過
誤
表
示
し
た
収
納
印
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
収
納
計
器
に
係
る
取
扱
手
数
料
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

収
納
計
器
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額

取
扱
手
数
料
の
率

五
千
万
円
以
下
の
金
額

一
万
分
の
百
八

五
千
万
円
を
超
え
る
金
額

十
万
分
の
五
百
四
十

（
収
納
計
器
使
用
状
況
の
記
帳
）

第
四
十
二
条
の
二
十
七

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用
記
録

簿
及
び
始
動
票
札
管
理
簿
を
備
え
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
、
収
納
計
器
の
使
用
状
況
を
明
ら
か

に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
年
度
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
計
器
使
用
状
況
の
報
告
）

第
四
十
二
条
の
二
十
八

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
毎
月
五
日
ま
で
に
前
月
の
収
納
計
器
の
使
用
状
況

を
別
記
様
式
に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用
状
況
報
告
書
に
よ
り
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
計
器
の
取
扱
状
況
に
関
す
る
調
査
）

第
四
十
二
条
の
二
十
九

知
事
は
、
収
納
計
器
取
扱
者
の
取
り
扱
う
収
納
計
器
に
つ
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
収
納
計
器
の
取
扱
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
四
十
二
条
の
三
十

第
四
十
二
条
の
二
十
一
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
始
動
票
札

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十

三
号
）
に
規
定
す
る
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
三
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
自
動
車
税
の
」
を

「
種
別
割
の
」
に
、
「
自
動
車
税
減
免
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
自
動
車
税
の
」
を
「
種
別
割
の
」
に
、
「
自
動
車
税
減
免
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減

免
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
中
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
七
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
中
「
自
動
車
税
の
」
を
「
種
別
割
の
」
に
、
「
自
動
車
税
減
免
」
を
「
自
動
車

税
（
種
別
割
）
減
免
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
九
第
一

項
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改

め
る
。

第
四
十
四
条
の
四
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
自
動
車
税

に
」
を
「
種
別
割
に
」
に
、
「
自
動
車
税
納
税
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
六
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の
六
か
ら
第
四
十
二
条
の
六
の
十
」
を
「
第
四
十
二
条
の
二
十

一
か
ら
第
四
十
二
条
の
三
十
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
表
第
七
号
の
二
様
式
の
項
、
第
八
号
の
二
様
式
の
項
及
び
第
十
一
号
様
式
の
項
か
ら

第
十
一
号
の
三
様
式
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表

第
十
五
号
の
二
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
、
同

表
第
十
六
号
の
三
様
式
の
項
か
ら
第
十
六
号
の
六
様
式
の
項
ま
で
の
規
定
、
第
四
十
四
号
の
二
様
式

の
項
、
第
四
十
九
号
の
五
様
式
の
項
、
第
四
十
九
号
の
六
様
式
の
項
、
第
五
十
号
の
四
様
式
の
項
及

び
第
五
十
号
の
五
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
中

「

第
五
十
六
号
様
式

県
税
過
誤
納
金
還
付

第
二
十
一
条
第
一

を

請
求
書

項

」

「

第
五
十
六
号
様
式

県
税
過
誤
納
金
還
付

第
二
十
一
条
第
一

請
求
書

項

第
五
十
六
号
の
二

自
動
車
税
（
環
境
性

に
改
め
、
同
表
第
五
十
七

様
式

能
割
）
の
還
付
（
納

付
義
務
の
免
除
）
申

請
書

」

号
の
三
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
第
五
十
七
号
の
四
様

式
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
七
号
の
四

自
動
車
税
（
環
境
性

第
二
十
一
条
第
三

の
二
様
式

能
割
）
の
還
付
（
納

項

付
義
務
の
免
除
）
通

知
書

第
五
十
条
の
表
第
五
十
七
号
の
七
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
」
に
、
「
第
百
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百

四
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
、
「
第
百
三
十
一
条

第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
五
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車

取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
、
「
第
百
三
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
七

条
の
十
六
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
六
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税

（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
、
同
表
第
百
七
号
様
式
の
項
か
ら
第
百
九
号
様
式
の
項
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
百
七
号
様
式
か

削
除

ら
第
百
九
号
様
式

ま
で
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第
五
十
条
の
表
第
百
十
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」

に
、
「
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
一

号
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
一
号
様
式

削
除

第
五
十
条
の
表
第
百
十
二
号
様
式
の
項
及
び
第
百
十
三
号
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
・
自
動

車
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
百

四
十
七
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
十
三
号
の
二

自
動
車
税
（
環
境
性

条
例
第
百
四
十
七

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

条
の
二
十
第
四
項

免
申
請
書
（
身
体
障

条
例
第
百
六
十
三

害
者
等
の
利
用
に
供

条
第
二
項

す
る
自
動
車
）

第
百
十
三
号
の
三

自
動
車
税
（
環
境
性

第
四
十
二
条
の
十

様
式

能
割
）
減
免
承
認

六

（
不
承
認
）
通
知
書

第
五
十
条
の
表
中

「

第
百
十
四
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自

第
四
十
二
条

動
車
税
減
免
承
認
通

第
四
十
三
条

知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動
車
）

第
百
十
五
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自

動
車
税
減
免
承
認
通

知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動
車
）
（
手
処
理

用
）

第
百
十
五
号
の
二

自
動
車
税
減
免
承
認

第
四
十
三
条

を

様
式

通
知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動
車
）
兼
税
額
通
知

書

第
百
十
六
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自

第
四
十
二
条

動
車
税
減
免
承
認
通

第
四
十
三
条

知
書
（
精
神
障
害
者

に
係
る
自
動
車
）

第
百
十
七
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自

動
車
税
減
免
承
認
通

知
書
（
精
神
障
害
者

に
係
る
自
動
車
）

（
手
処
理
用
）

」

「

第
百
十
四
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性

第
四
十
二
条
の
十

能
割
・
種
別
割
）
減

六

免
承
認
通
知
書
（
身

第
四
十
三
条

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に

係
る
自
動
車
）

第
百
十
四
号
の
二

自
動
車
税
（
環
境
性

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動
車
）

第
百
十
四
号
の
三

自
動
車
税
（
環
境
性

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
等
の
利
用

に
供
す
る
自
動
車
）

第
百
十
四
号
の
四

自
動
車
税
（
環
境
性

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

免
不
承
認
通
知
書

（
身
体
障
害
者
等
に

係
る
自
動
車
）

第
百
十
四
号
の
五

自
動
車
税
（
環
境
性

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

免
不
承
認
通
知
書

（
身
体
障
害
者
等
の

利
用
に
供
す
る
自
動

車
）

第
百
十
五
号
様
式

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に
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係
る
自
動
車
）
（
手

処
理
用
）

第
百
十
五
号
の
二

自
動
車
税
（
環
境
性

様
式

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動
車
）
（
手
処
理

用
）

第
百
十
五
号
の
三

自
動
車
税
（
環
境
性

第
四
十
二
条
の
十

様
式

能
割
）
減
免
申
請
書

八

の
受
理
印

に
改
め
、
同
表
第
百
十
七

第
百
十
五
号
の
三

自
動
車
税
（
環
境
性

第
四
十
二
条
の
二

の
二
様
式

能
割
）
交
付
金
算
定

十

資
料
報
告
書

第
百
十
五
号
の
三

証
紙
代
金
収
納
計
器

第
四
十
二
条
の
二

の
三
様
式

取
扱
者
指
定
申
請
書

十
一
第
一
項

第
百
十
五
号
の
三

証
紙
代
金
収
納
計
器

第
四
十
二
条
の
二

の
四
様
式

取
扱
者
指
定
取
消
通

十
一
第
四
項

知
書

第
百
十
五
号
の
三

証
紙
代
金
収
納
計
器

第
四
十
二
条
の
二

の
五
様
式

取
扱
所

十
二
第
一
項

第
百
十
五
号
の
三

群
馬
県
証
紙
代
金
収

第
四
十
二
条
の
二

の
六
様
式

納
計
器
始
動
票
札

十
二
第
二
項

第
百
十
五
号
の
三

始
動
票
札
買
受
申
請

第
四
十
二
条
の
二

の
七
様
式

書

十
三
第
二
項

第
百
十
五
号
の
三

始
動
票
札
買
受
代
金

の
八
様
式

払
込
書

第
百
十
五
号
の
三

群
馬
県
証
紙
代
金
収

第
四
十
二
条
の
二

の
九
様
式

納
印

十
四
第
一
項

第
百
十
五
号
の
三

過
誤
表
示
印

第
四
十
二
条
の
二

の
十
様
式

十
四
第
三
項

第
百
十
五
号
の
三

過
誤
表
示
金
額
還
付

の
十
一
様
式

申
請
書

第
百
十
五
号
の
三

証
紙
代
金
収
納
計
器

第
四
十
二
条
の
二

の
十
二
様
式

使
用
記
録
簿

十
七
第
一
項

第
百
十
五
号
の
三

始
動
票
札
管
理
簿

の
十
三
様
式

第
百
十
五
号
の
三

証
紙
代
金
収
納
計
器

第
四
十
二
条
の
二

の
十
四
様
式

使
用
状
況
報
告
書

十
八

第
百
十
五
号
の
四

自
動
車
税
（
種
別

第
四
十
三
条

様
式

割
）
減
免
承
認
通
知

書
（
身
体
障
害
者
・

戦
傷
病
者
・
知
的
障

害
者
に
係
る
自
動

車
）
兼
税
額
通
知
書

第
百
十
六
号
様
式

削
除

及
び
第
百
十
七
号

様
式

」

号
の
二
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
第
百
十
七
号
の
二
の

二
様
式
の
項
か
ら
第
百
十
七
号
の
五
様
式
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
七
号
の
二

削
除

の
二
様
式
か
ら
第

百
十
七
号
の
五
様

式
ま
で

第
五
十
条
の
表
第
百
十
七
号
の
六
様
式
の
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
」
に
、
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表

第
百
十
七
号
の
七
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
七
号
の
七

削
除

様
式

第
五
十
条
の
表
第
百
十
八
号
様
式
の
項
か
ら
第
百
二
十
一
号
様
式
の
項
ま
で
の
規
定
、
第
百
二
十

二
号
の
三
様
式
の
項
及
び
第
百
二
十
二
号
の
五
様
式
の
項
か
ら
第
百
二
十
三
号
の
二
様
式
の
項
ま
で

の
規
定
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
四
様
式
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の

削
除

四
様
式

第
五
十
条
の
表
第
百
二
十
三
号
の
五
様
式
の
項
中
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七

条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
八
様
式
の
項
か
ら
第
百
二
十
三
号
の
二
十
様

式
の
項
ま
で
を
削
る
。

第
七
号
の
二
様
式
及
び
第
八
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
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付

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「自

動
車
税
領
収
済

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）領
収
済

」
に
、
「自

動
車

税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
付

」
に
、
「自

動
車
税
納
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別

割
）納

税

」
に
、
「第

１
４
５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
、
「自

動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
に
、
「で

自
動
車
税

」
を
「で

自
動
車
税

（種
別
割

）
」
に
、
「自

動
車
税
の

」

を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
の
二
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
納
税

」
を
「自

動
車
税

（種

別
割

）納
税

」
に
、
「第

１
４
５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税
集
合

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）集
合

」
に
、
「第

１
４

５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「自

動
車
税
及
び
自
動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割
及
び
環
境
性
能

割

）
」
に
、
「―

自
動
車
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（種
別
割

）―

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税
領
収

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）領
収

」
に
、
「自

動
車

税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
付

」
に
、
「自

動
車
税
納
税

」
を
「自
動
車
税

（種
別

割

）納
税

」
に
、
「自

動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
に
、
「自
動
車
税
の

」
を

「自
動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
四
様
式
中
「自

動
車
税
領
収

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）領
収

」
に
、
「自

動
車

税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
付

」
に
、
「自

動
車
税
口
座

」
を
「自

動
車
税

（種
別

割

）口
座

」
に
、
「自

動
車
税
を

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）を

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
五
様
式
中
「群

馬
県
税
自
動
車
税

」
を
「群

馬
県
税
自
動
車
税

（種
別
割

）
」
に
、

「自
動
車
税
は

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）は

」
に
、
「自
動
車
税
領
収

」
を
「自

動
車
税

（種

別
割

）領
収

」
に
、
「自

動
車
税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
付

」
に
、
「自

動
車
税
納

税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税

」
に
、
「自
動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」

に
、
「で

自
動
車
税

」
を
「で

自
動
車
税

（種
別
割

）
」
に
、
「自

動
車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
六
様
式
中
「自

動
車
税
領
収

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）領
収

」
に
、
「自

動
車

税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
に
、
「自

動
車
税
納
付

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納

付

」
に
、
「自

動
車
税
の

」
を
「自
動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能

割

）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
号
様
式
中
「自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
の
五
様
式
、
第
四
十
九
号
の
六
様
式
、
第
五
十
号
の
四
様
式
及
び
第
五
十
号
の
五
様

式
中
「群

馬
県
税

自
動
車
税

」
を
「群

馬
県
税

自
動
車
税

（種
別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第５６号の２様式（規格Ａ４）

受 付

自動車税（環境性能割）の還付（納付義務の免除）申請書

（県税条例施行規則第２１条第１項の規定による申請書）

群馬県知事あて 申 請 年 月 日 年 月 日

申 住 所 又 は

所 在 地

請

氏 名 又 は
印

者 名 称

次のとおり還付（納付義務の免除）をしてください。

区 分 年 度 納 期 限 申 告 税 額 納 付 納 付 済 額 還 付 （ 納 付 義

還 付 年 月 日 務 の 免 除 ） 額

（納付

義務の 自動車税
・ ・ 円 ・ ・ 円 円

免除） （ 環 境 性 能 割 ）

を受け

ようと
延滞金 ・ ・

する金

額

計

自 登 録 番 号 又
車 台 番 号

動 は 車 両 番 号

車

の 車 名 原 動 機 型 式 型

表

示 型 式 型 年式 定 置 場

自 動 車 の 取 得 自 動 車 を 返 還
・ ・ ・ ・

年 月 日 し た 年 月 日

添 付 書 類

備

考

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
五
十
七
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税
過
誤
納
金

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）過
誤
納
金

」
に
、

「―
自
動
車
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（種
別
割

）―

」
に
、
「自

動
車
税
は

」
を

「自
動
車
税

（種
別
割

）は

」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
号
の
四
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第５７号の４の２様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割）の還付（納付義務の免除）通知書

（県税条例施行規則第２１条第３項の規定による通知書）

住 所 又 は

所 在 地

納 税 者

氏 名 又 は
様

名 称

年 月 日付けで申請のありました自動車税（環境性能割）の還付（納付義務の免

除）については、次のとおり決定しましたから通知します。

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

還付（納付義務の
年 度 納 期 限 申 告 税 額 納 付 年 月 日 納 付 済 額

免除）額

・ ・ 円 円 円

自 登 録 番 号 又 は
車 台 番 号

動 車 両 番 号

車

の 車 名 原 動 機 型 式 型

表

示 型 式 型 年式 定 置 場

備

考

注 この通知に係る処分について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、

知事に対し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務

所を経由して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対

する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
五
十
七
号
の
五
様
式
及
び
第
五
十
七
号
の
七
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環

境
性
能
割

）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
号
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第６７号様式（規格Ａ４）
表

法 人 の 県 民 税 ・ 事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税 ・ 更 正 ・ 決 定 通知兼納付告知書
法 人 の 事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 加 算 金 額 決 定

（県税条例第46条及び第56条第１項の規定による通知書及び地方税法第13条第１項の規定による通知書）

（所在地） 年 月 日
（法人名）
（県法人番号）

様
群馬県 事務所長 印

第 条 第 項
第 条 第 項地方税法 の規定により、次のとおり更正・決定・加算金額決定しましたから通知します。第 条 第 項
第 条 第 項

なお、不足税額等は、指定納期限までに同封の納付書によつて納めてください。

事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで 施 行 （ 処 理 ） 年 月 日

処 理 区 分 処 理 区 分
税

県 （確 定 年 月 日） 務申 告 年 月 日 所 得 金 額 円税 （修 正 年 月 日） 官
等 署
の （県民税 年 月 日） の期 限 延 長 法 人 税 額 円処 （事業税・特別税 年 月 日） 処
理 理
内 内 増 重 加 対 象 所 得 円
訳 更 正 ・ 決 定 訳 加

所 過 少 対 象 所 得 円
等 の 理 由 得

正 当 増 差 所 得 円

事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税 県 民 税

摘 要 課 税 標 準 税率（％） 税 額 摘 要 金 額

所 得 金 額 ○29 円 更正・ 課 税 標 準 の 総 額 ○１ 円

付 加 価 値 額 ○30 決定の 本 課 税 標 準 ○２
総 額 県

資 本 金 等 の 額 ○31 金額 分 税 額 ○２ × ％ ○３
法

収 入 金 額 ○32 道府県民税の特定寄附金税額控除額 ○４
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額年 万円以下 ○33 円 ○５所 又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額

人
更 得 年 万円超 万円以下 ○34 外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額 ○６
正 本 金 年 万円超 ○35 仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 ○７
・ 額 計 （ ○33 ＋ ○34 ＋ ○35 ） ○36 税 利 子 割 額 の 控 除 額 （ ○24 ） ○８

県
決 軽減税率不適用法人 ○37 差引額（○３ －○４ －○５ －○６ －○７ －○８ ）○９
定 分 付 加 価 値 額 ○38 既 に 納 付 の 確 定 し た 税 額 ○10

割
の 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法資 本 金 等 の 額 ○39 人 税 割 額 の 控 除 額 ○11
金

収 入 金 額 ○40 清 算 所 得 等 の 額 ○12
額 額

合 計 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が 過 大
（ ○36 又 は ○37 ＋ ○38 ＋ ○39 ＋ ○40 ） ○41 で あ る 場 合 の 納 付 額 （ ○27 ） ○13

平 成 ２ ７ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 又 は 差 引 法 人 税 割 額
平 成 ２ ８ 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額 ○42 （○９ －○10 －○11 －○12 ＋○13 ） ○14
事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額 ○43 算 定 期 間 中 に お い て 事 務 月

所等を有していた月数 ○15
均

○15 円
仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 等 ○44 等 円× ○16

12
割

既 に 納 付 の 確 定 し た 額 ○45 既 に 納 付 の 確 定 し た 額 ○17
額

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る ○46 差 引 均 等 割 額 （ ○16 － ○17 ） ○18事 業 税 額 の 控 除 額 等

差 引 事 業 税 額 合 計 （ ○14 ＋ ○18 ） ○19（○41 －○42 －○43 －○44 －○45 －○46 ） ○47
仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 の
の 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 等 ○48 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 ○20

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 更 正 に再 差 引 事 業 税 額 ○49 伴う繰越控除額 ○21
更正 本 地方法人特別税の課税標準 ○50 差 引 県 民 税 ○22
・決 県
定の 分 税額○50 × ％ ○51 利 子 割 額 ○23金額

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 ○52 利 控 除 し た 額 ○24
子 控 除 し き れ な か つ た 額既 に 納 付 の 確 定 し た 額 ○53 （○23 －○24 ）○25
割

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 既 に 還 付 を 請 求 し た 額 ○26地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額 等 ○54 計

差 引 地 方 法 人 特 別 税 額 算 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が
（○51 －○52 －○53 －○54 ） ○55 過大である場合の納付額（○26 －○25 ） ○27

欄
仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 差 引 控 除 不 足 額 （ ○25 － ○26 ） ○28の 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 等 ○56
再 差 引 地 方 法 人 特 別 税 額 ○57
合 計 事 業 税 ・ 地 方 法 人
特 別 税 （ ○49 ＋ ○57 ） ○58

納付すべき加算金額

過少申告加算金 対象税額 率（％） 加算金 不申告加算金 対象税額 率（％） 加算金

（通常分） 円 円 （通常分） 円 円

（加重分） （加重分）

（小 計） ○59 （小 計） ○60
重加算金 ○61

事 業 税 ・ 総 数 (１) (２) 総 数
分 割 基 準 地 方 法 人 県 民 税

特 別 税 本 県 分 (１) (２) 本 県 分

事 業 税 ・ 税 額 円 税 額 円延 滞 金 の 地 方 法 人 県 民 税控 除 期 間 年 月 日 年 月 日特 別 税 期 間 期 間年 月 日 年 月 日

指定納期限 合計（○22 －○28 ＋○58 ＋○59 ＋○60 ＋○61 )
群馬県指定金融機関（群馬銀行）・群馬県指定代理金融機関・群馬県収納代理金融機関・郵便局（群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川納付場所 県及び山梨県の各県内並びに東京都内の郵便局）・行政県税事務所

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
百
三
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
、
「第

１
３
０
条

第
２
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
１
第
２
項

」
に
、
「第

１
２
９
条

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
０

」

に
改
め
る
。

第
百
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１０４号様式

自動車税（環境性能割）納税済印

自動車税
（環境性能割）納税済印

年 月 日

群馬県

２センチメートル

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
百
五
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
、
「第

１
３
３
条

第
７
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
６
第
７
項

」
に
改
め
る
。

第
百
六
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
改
め
る
。

第
百
七
号
様
式
か
ら
第
百
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
０
７
号
様
式
か
ら
第
１
０
９
号
様
式
ま
で

削
除

第
百
十
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
、
「第

１
３
５
条

第
２
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
９
第
２
項

」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
１
号
様
式

削
除

第
百
十
二
号
様
式
及
び
第
百
十
三
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税
・
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
・
種
別
割

）
」
に
、
「第

１
３
６
条
第
２
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
９
第
２
項

」

に
、
「自

動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
及
び
種
別
割

）
」
に
、

「自
動
車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
、
「―

自
動
車
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（種
別
割

）―

」
に
、
「―

自
動
車
取
得
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（環
境

性
能
割

）―

」
に
、
「自

動
車
取
得
税
に

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）に

」
に
、
「自

動
車

取
得
税
の

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）の

」
に
、
「自

動
車
税
で

」
を
「自
動
車
税

（種
別

割

）で

」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１１３号の２様式（規格Ａ４）

受 付

自動車税（環境性能割・種別割）減免申請書
（身体障害者等の利用に供する自動車）

（県税条例第１４７条の２０第４項又は第１６３条第２項
の規定による申請書）

群馬県知事あて 申請年月日 年 月 日

住 所
（所 在 地）

フ リ ガ ナ
申請者

氏 名
（法人の場合は、法 印
人名及び代表者名）

この申請について応答 電 話
す る 担 当 者 の 氏 名 番 号

年度の自動車税（環境性能割及び種別割）について、次のとおり減免してください。

自動車の登録番号（車両番号）

自 動 車 税
年度分 円 普 通 徴 収 ・ 証 紙 徴 収

（種別割）
減免申
請税額

自 動 車 税
円

（環境性能割）

身体障 申請車 住所 申請車両 目的
害者等 両を利 の運行内
専用構 用する 氏名 容 使用頻度
造自動 身体障
車 害者等 生年月日 目的地の名称・所在地

電話番号

申請者との続柄

身体障 区 分 金 額 税 率 税 額
害者等
用改造 自 動 車 の

① 円 ③ 円
自動車 本 体 価 格
の環境
性能割 構造変更に

②
の減免 要した費用
税額の
算出方 取 得 価 格 ①＋② ④
法

減 免 税 額 ④－③ 円

１ 登録事項等証明書、自動車検査証の写し又は軽自動車届出済証の写し
２ 売買契約書の写し又は注文書

添付書類
３ 構造変更した部分の写真
４ その他知事が指示する書類

注 この申請書は、自動車税（環境性能割）にあつては自動車税（環境性能割）の申告書を提出する時又は日ま
でに、自動車税（種別割）で普通徴収の方法により納付するものにあつては納期限までに、自動車税（種別
割）で証紙徴収の方法により納付するものにあつては自動車税証紙によりその税額を納付することとされてい
る際に、提出してください。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１３号の３様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割）減免承認（不承認）通知書

（県税条例施行規則第４２条の１６の規定による通知書）

住 所

（所 在 地）

申請者

氏 名

（法人の場合は、法 様

人名及び代表者名）

年 月 日付けで申請のありました自動車税（環境性能割）の減免については、次のとおり承

認しましたから通知します。

（次の理由により認められませんから通知します。）

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

整 理 自動車の登録番号 減免承認（不承
摘 要

番 号 （車 両 番 号） 認）税額

円

不

承

認

の

場

合

の

理

由

注 この通知について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務所を経由

して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対

する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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第
百
十
四
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税
・
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
・
種
別

割

）
」
に
、
「第

４
２
条

」
を
「第

４
２
条
の
１
６

」
に
、
「―

自
動
車
税

―

」
を

「―
自
動
車
税

（種
別
割

）―

」
に
、
「―

自
動
車
取
得
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（環
境
性
能
割

）―

」
に
、
「自

動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
及

び
種
別
割

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
１
１
４
号
の
２
様
式

（規
格
各
片
と
も
１
４
０
ミ
リ
メ

ト
ル

×

１
０
０
ミ
リ
メ

ト
ル

）

ー
ー

郵
便
は
が
き

自
動
車
税

（環
境
性
能
割
・
種
別
割

）減
免
承
認
通
知
書

注
意

事
項

（精
神
障
害
者
に
係
る
自
動
車

）

１
減
免
の
条
件

（県
税
条
例
施
行
規
則
第
４
２
条
の
１
６
又
は
第
４
３
条
の
規

精
神
障
害
者
本
人
の
使
用

精
神
障
害
者
の
通
勤

通
、

、
定
に
よ
る
通
知
書

）

学
生
業

通
院
等
の
た
め
の
生
計
を
一
に
す
る
者
の
使
用

、
、

又
は
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
精
神
障
害

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

者
の
通
勤

通
学

生
業

通
院
等
の
た
め
の
常
時
介
護
す

、
、

、
る
者
の
使
用
に
限
り
ま
す
。

２
そ
の
他

(
１
)
自
動
車
を
買
い
換
え
た
と
き
は

そ
の
都
度
減
免
申

、
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

(
２
)
減
免
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
は

速
や
か
に
自
動
車

、
税
事
務
所
又
は
行
政
県
税
事
務
所
に

「減
免
理
由
消
滅
申

様
告
書

」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（申
告
書
用
紙
は

自
。

、
動
車
税
事
務
所
又
は
行
政
県
税
事
務
所
に
用
意
し
て
あ
り

ま
す

）

。
(
３
)
減
免
承
認
後

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害

、
様

等
級
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は

速
や
か
に
自
動
車
税
事

、
自
動
車
の
登
録
番
号

務
所
又
は
行
政
県
税
事
務
所
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

（２
級
や
３
級
の
場
合
は
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

）

。
減

自
動
車
税

年
度
分

(
４
)
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

（精
神
通
院

）を
更
新
せ

免

（

種
別
割

）

円
ず

交
付
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
は

速
や
か
に
自
動
車

、
、

税
税
事
務
所
又
は
行
政
県
税
事
務
所
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ

額
自
動
車
税

い

（自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
け

。

（環
境
性
能
割

）

円
れ
ば

減
免
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

）

、
。

注
こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は

こ
の
通
知
書

、
さ
き
に
申
請
の
あ
り
ま
し
た
自
動
車
税

（環
境
性
能
割
及
び

を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に

知
、

種
別
割

）の
減
免
に
つ
い
て
は

上
記
の
と
お
り
承
認
し
ま
し

事
に
対
し
書
面
を
も
つ
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

、
た
か
ら
通
知
し
ま
す

す
審
査
請
求
書

（正
副
２
通

）は
な
る
べ
く
自
動
車
税

。
。

、
事
務
所
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
、

そ
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

年
月

日
て
６
月
以
内
に

群
馬
県
を
被
告
と
し
て

（訴
訟
に
お
い
て

、
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知
事
と
な
り
ま

、
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
長

印
す

）

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

。
、

ま
す

た
だ
し

次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

。
、

す
る
と
き
は

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分

、
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
て
も
裁

決
が
な
い
と
き
。

②
処
分
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊

急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１１４号の３様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割・種別割）減免承認通知書

（身体障害者等の利用に供する自動車）

（県税条例施行規則第４２条の１６又は第４３条

の規定による通知書）

様

さきに申請のありました自動車税（環境性能割及び種別割）の減免については、次のとおり承認しました

から通知します。

なお、減免対象自動車が減免申請理由に該当しなくなつたときは、その旨を「自動車税（種別割）減免理

由消滅申告書」により速やかに申告してください。

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

自動車の登録番号

自 動 車 税
年度分 円 普 通 徴 収 ・ 証 紙 徴 収

減 免 （種 別 割）

承 認

税 額 自 動 車 税
円

（環境性能割）

備考

注 この通知について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務所を経由

して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対

する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号



23

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１４号の４様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割・種別割）減免不承認通知書

（身体障害者等に係る自動車）

（県税条例施行規則第４２条の１６又は第４３条の

様 規定による通知書）

さきに申請のありました自動車税（環境性能割及び種別割）の減免については、次の理由により認められ

ませんから通知します。

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

自動車の登録番号

自 動 車 税
年度分 円 普 通 徴 収 ・ 証 紙 徴 収

減 免 （ 種 別 割 ）

不 承 認

税 額 自 動 車 税
円

（環境性能割）

不 承 認

の 理 由

注 この通知について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務所を経由

して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対

する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１４号の５様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割・種別割）減免不承認通知書

（身体障害者等の利用に供する自動車）

（県税条例施行規則第４２条の１６又は第４３条の

様 規定による通知書）

さきに申請のありました自動車税（環境性能割及び種別割）の減免については、次の理由により認められ

ませんから通知します。

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

自動車の登録番号

自 動 車 税
年度分 円 普 通 徴 収 ・ 証 紙 徴 収

減 免 （ 種 別 割 ）

不 承 認

税 額 自 動 車 税
円

（環境性能割）

不 承 認

の 理 由

注 この通知について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務所を経由

して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月

以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対

する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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第
百
十
五
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
減
免

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）減
免

」
に
、
「自

動

車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
百
十
五
号
の
四
様
式
と
す
る
。

第
百
十
五
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税
・
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
・
種
別

割
）
」
に
、
「第

４
２
条

」
を
「第

４
２
条
の
１
６

」
に
、
「―

自
動
車
税

―

」
を

「―
自
動
車
税

（種
別
割

）―

」
に
、
「―

自
動
車
取
得
税

―

」
を
「―

自
動
車
税

（環
境
性
能
割

）―

」
に
、
「自

動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割
及

び
種
別
割

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
十
五
様
式
を
加
え
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１１５号の２様式（規格Ａ４）

自動車税（環境性能割・種別割）減免承認通知書
（精神障害者に係る自動車）

（ 県 税 条 例 施 行 規 則 第 ４ ２ 条 の １ ６ 又 は 第

４３条の規定による通知書）
様

自動車の登録番号

自 動 車 税
年度分 円

（ 種 別 割 ）
減免税額

自 動 車 税
円

（環境性能割）

備 考

さきに申請のありました自動車税（環境性能割及び種別割）の減免については、
上記のとおり承認しましたから通知します。

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 印

注 意 事 項
１ 減免の条件

精 神 障 害 者 本 人 の 使 用 、 精 神 障 害 者 の 通 勤 、 通 学 、 生 業 、 通 院 等 の た め の 生
計を一にする者の使用又は身体障害者等のみで構成される世帯の精神障害者の通
勤、通学、生業、通院等のための常時介護する者の使用に限ります。

２ その他
(１ ) 自 動車を買い換えたときは、その都度減免申請書を提出してください。
(２ ) 減 免理由が消滅したときは、速やかに自動車税事務所又は行政県税事務所
に「減免理由消滅申告書」を提出してください。（申告書用紙は、自動車税事
務所又は行政県税事務所に用意してあります。）

(３ ) 減 免承認後、精神障害者保健福祉手帳の障害等級に変更があつた場合は、
速 や か に 自 動 車 税 事務所又は行政県税事務所まで御連絡ください 。 （ ２級 又 は ３ 級の
場合は、減免を受けられません。）

(４ ) 自 立支援医療受給者証（精神通院）を更新せず、交付を受けなかつた場合
は 、 速や かに 自動 車税 事務 所又は 行政県 税事務 所まで 御連絡く ださい 。（自立
支援医療受給者証が交付されていなければ、減免を受けられません。）

注 この通知について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起
算して３月以内に、知事に対し書面をもつて審査請求をすることができます。審
査 請 求 書 （ 正 副 ２ 通 ） は 、 な る べ く 自 動 車 税 事 務 所 を 経 由 し て 提 出 し て く だ さ
い。
上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つ

た日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県
を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請

求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。
② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３様式

自動車税（環境性能割）減免申請書の受理印

１センチメートル 自動車税（環境性能割）減免申請済

３センチメートル
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第１１５号の３の２様式（規格Ａ４）

受 付 年度 年 月 日

自動車税（環境性能割）交付金算定資料報告書

群馬県知事あて
（県税条例施行規則第４２条の２０の規定による報告書）

市町村長 印

(ア) (イ)
数 値 道 路 の 延 長 道路の面積, , ｍ , , ㎡

(ウ)
人 口 , , , 人

（

道除 路面 4 . 5ｍ以上 , , ｍ×0.9＝ , , ｍ
く 表示単位未
橋

道 り 2 . 5ｍ以上 満四捨五入よ 幅員 , , ｍ×1.0＝ , , ｍ
4 . 5ｍ未満路う）

路 橋 木 橋 , ｍ×42.0＝ , ｍ
り 表示単位未
よ

橋 り よ う 満四捨五入
う , ｍ×1.0＝ , ｍ

の （ 除 く 木 橋 ）

(エ)
計 , , ｍ

延 (ア) (オ)
, , 割 放 し

1,000

(ウ) (カ) 表示単位未
, 人

長 (オ) 満 切 上 げ

(キ)

(カ）の区分に応ずる率 .

表示単位未
(エ)×(キ) , , ｍ

(Ａ) 満四捨五入

（

道除 6 . 5ｍ以上 , , ㎡×1.1＝ , , ㎡

く
路面

表示単位未
橋 4 . 5ｍ以上

, , ㎡×1.0＝ , , ㎡
り 6 . 5ｍ未満

道 幅員 満四捨五入
路よ 2 . 5ｍ以上
う , , ㎡×0.7＝ , , ㎡）

4 . 5ｍ未満

路 表示単位未
橋 り よ う , ㎡×10.8＝ , ㎡

満四捨五入

(ク)
の 計 , , ㎡

(イ) (ケ)
, , 割 放 し

面 1,000

(ウ) (コ) 表示単位未
, 人

積 (ケ) 満 切 上 げ

(サ)
.

(コ)の区分に応ずる率

表示単位未
(ク)×(サ) , , ㎡

(Ｂ) 満四捨五入

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１１５号の３の３様式（規格Ａ４）

受 付

証紙代金収納計器取扱者指定申請書

（県税条例施行規則第４２条の２１第１項の規定による申請書）

群馬県知事あて 申 請 年 月 日 年 月 日

申 住 （ 居 ） 所

又 は 所 在 地

請

氏 名 又 は
印

者 名 称

証紙代金収納計器の取扱いをしたいので指定してください。

証紙代金収納計器

の 取 扱 場 所

指定 名 称

証紙

代金 型 式

収納

計器 計 器 番 号

事 業 内 容

財 産 状 況

備 考

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の４様式（規格Ａ４）

証紙代金収納計器取扱者指定取消通知書

（

証

（県税条例施行規則第４２条の２１第４項の 紙

規定による通知書） 代

金

様 年 月 日 収

納

群馬県自動車税事務所長 印 計

器

年 月 日付けで指定した証紙代金収納計器取扱者としての指定について、次の理由に 取

扱

より取り消します。 者

あ

て

指 定 取 消 年 月 日 年 月 日

）

理 由

注 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、知事に対

し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく自動車税事務所を経由

して提出してください。

この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬

県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、審

査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の５様式

35

10センチメートル

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

群

馬

県

自
動
車
税

（
取
扱
者
の
氏
名
又
は
名
称
）
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の６様式（規格縦５４ミリメートル、横８６ミリメートル）

群馬県証紙代金収納計器始動票札
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の７様式（規格Ａ４）

受 付

始 動 票 札 買 受 申 請 書

（県税条例施行規則第４２条の２３第２項の

規定による申請書）

群馬県自動車税事務所長あて 申請年月日 年 月 日

住 （ 居 ） 所

証 紙 代 金 又 は 所 在 地

収 納 計 器

取 扱 者 氏 名 又 は
印

名 称

次のとおり始動票札を買い受けたいので申請します。

収 納 計 器 番 号

区 分 金 額

前回までの交付 円

今回の交付申請 円

交 付 累 計 円

備 考

上記のとおり受領しました。

年 月 日

証紙代金収納計器取扱者

住（居）所又は所在地

氏名又は名称 印
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の８様式（規格各片とも１８５ミリメートル×８５ミリメートル）

（第１片）

始動票札買受代金払込書

第 号 年度 歳 入

群馬県証紙収入特別会計

払 込 金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

始 動 票 札 代 金 ①

内

還 付 金 額 ②

収 納 計 器 取 扱 手 数 料
③

（（①－②）×手数料率）

訳

差引払込金額(①－②－③) ④

払 込 場 所 群馬銀行 支店

払込の目的 始動票札買受代金

上記の金額を払い込みます。

年 月 日

群馬県証紙代金収納計器取扱者

住 所（所在地）

氏 名（名 称） 印

群馬県指定金融機関 様

領収日付印

（指定金融機関が保管する。）
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

（第２片）

領 収 済 通 知 書

第 号 年度 歳 入

群 馬 県 証 紙 払 群馬県証紙代金 住所（所在地）
込

収 入 特 別 会 計 者 収納計器取扱者 氏名（名 称）

払 込 金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

始 動 票 札 代 金 ①

内

還 付 金 額 ②

収 納 計 器 取 扱 手 数 料
③

（（①－②）×手数料率）

訳

差引払込金額(①－②－③) ④

払 込 場 所 群馬銀行 支店

払込の目的 始動票札買受代金

上記の金額を領収しました。

年 月 日

群馬県会計管理者あて

群馬県指定金融機関

領収日付印

（県へ送付する。）
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

（第３片）

領 収 証 書

第 号 年度 歳 入

群 馬 県 証 紙 払 群馬県証紙代金 住所（所在地）

込

収 入 特 別 会 計 者 収納計器取扱者 氏名（名 称）

払 込 金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

始 動 票 札 代 金 ①

内

還 付 金 額 ②

収 納 計 器 取 扱 手 数 料
③

（（①－②）×手数料率）

訳

差引払込金額(①－②－③) ④

払 込 場 所 群馬銀行 支店

払込の目的 始動票札買受代金

上記の金額を領収しました。

年 月 日

群馬県指定金融機関

領収日付印

（払込者に交付する。）
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の９様式（規格縦２．５センチメートル 横６．３センチメートル）

自 動 車 税
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の１０様式

過 誤 表 示 印

年 月 日

計器№

2.5センチメートル

証紙代金収納計器取扱者名
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の１１様式（規格Ａ４）

受 付

整 理 番 号

過 誤 表 示 金 額 還 付 申 請 書

（県税条例施行規則第４２条の２４第３項の規定による申請書）

群 馬 県 自 動 車 税 事 務 所 長 あ て 申請年月日 年 月 日

証紙代金 住 所 又 は 所 在 地

収納計器

取扱者 氏 名 又 は 名 称 印

証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

表 示 金 額 合 計 額 ①

①のうち 過誤表示金額合計②

の過誤表

示分 過誤表示申告書等枚数 枚

正当表示金額合計額（①－②）③

還付申請 還 付 申 請 額

する過誤

表示分 申 告 書 等 枚 数 枚

備 考

払 込 書 番 号 第 号 始 動 票 札 代 金

還付に使
収 納 計 器 取 扱

用した始 年 度 年度
手 数 料

動票札買

受代金払 始動票札交付年月日 年 月 日 還 付 金 額

込書

払 込 金 額

年 月 日

上記のとおり、還付処理を行いました。

（取扱者）

職氏名 印
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の１２様式（規格Ａ４）

証紙代金収納計器使用記録簿 使 用 月 年 月分

（県税条例施行規則第４２条の２７第１項の規定による記録簿） 収 納 計 器 番 号

日
収納計器表示の 当 日 表 示 分 自動車税

取扱責
累計 (１) 計器表示分(２) 過誤表示分(３) 正当表示分(２)－(３) 事務所責

任者印
付

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 任 者 印

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の１３様式（規格Ａ４）

収納計器
始 動 票 札 管 理 簿 取 扱 者

領 収 受 入 計 器 カード 取扱

年 月 日 表 示 金 額 現 在 高 摘 要

番 号 金 額 (当日使用分) 記 号 者印

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

備考 １ 領収番号は、始動票札買受代金領収証書の番号を記入すること。

２ カード記号は、始動票札カードＡ・Ｂのいずれかを記入すること。
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

第１１５号の３の１４様式（規格Ａ４）

受 付

証紙代金収納計器使用状況報告書

（県税条例施行規則第４２条の２８の規定による報告書）

群馬県自動車税事務所長あて 報告年月日 年 月 日

証紙代金 住所又は所在地

収納計器

取 扱 者 氏 名 又 は 名 称 印

次のとおり 年 月分の証紙代金収納計器の使用状況を報告します。

収 納 計 器 番 号

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

本月末累計 円

計器 表示額 ① ０ ０

表示 前月末累計

表示額 ② ０ ０

金額

本月表示額

(①－②)③ ０ ０

③のうちの
過誤表示分

証紙 ④ ０ ０

本月分正当

代金 表 示 額 計
(③－④)⑤ ０ ０

前月末累計表示 正当表示額
⑥ ０ ０

実績 累 計 額

(⑤＋⑥)⑦ ０ ０

過 誤 表 示 申 告 書 枚
等 枚 数

備 考
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第
百
十
六
号
様
式
及
び
第
百
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
６
号
様
式
及
び
第
１
１
７
号
様
式

削
除

第
百
十
七
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
減
免

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）減
免

」
に
、
「自

動

車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
号
の
二
の
二
様
式
か
ら
第
百
十
七
号
の
五
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
７
号
の
２
の
２
様
式
か
ら
第
１
１
７
号
の
５
様
式
ま
で

削
除

第
百
十
七
号
の
六
様
式
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税

（環
境
性
能
割

）
」
に
、
「第

１

３
８
条
第
１
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
２
１
第
１
項

」
に
、
「行

政
県
税
事
務
所

」
を
「行

政
県
税

事
務
所
・
自
動
車
税
事
務
所

」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
７
号
の
７
様
式

削
除

第
百
十
八
号
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
百
十
九
号
様
式
及
び
第
百
二
十
号
様
式
中
「自

動
車
税
課
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）課

税

」
に
、
「自

動
車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
号
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号
の
三
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自
動
車
税

（種
別

割

）
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
号
の
五
様
式
中
「自

動
車
税
減
免

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）減
免

」
に
、
「自

動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
号
の
六
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号
の
七
様
式
中
「自

動
車
税
減
免

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）減
免

」
に
、
「自

動
車
税
の

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
号
の
八
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号
の
九
様
式
中
「自
動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（種

別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
号
の
十
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号
の
十
一
様
式
中
「自

動
車
税
減
免

」
を
「自

動
車

税

（種
別
割

）減
免

」
に
、
「自

動
車
税
の

」
を
「自
動
車
税

（種
別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
号
の
十
二
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第１２３号様式

自動車税（種別割）納税済印（納税証明用）

自動車税

（種別割）納税済

有効
期限

・ ・

群馬県自動車税事務所
第 号

３センチメートル

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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第
百
二
十
三
号
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
納
税

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）納
税

」
に
、
「自

動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税

（種
別
割

）に

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
三
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
の
三
の
二
様
式
中
「自

動
車
税
の

」
を
「自

動
車

税
（種

別
割

）の

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
２
３
号
の
４
様
式

削
除

第
百
二
十
三
号
の
五
様
式
中
「第

１
３
２
条
第
１
項

」
を
「第

１
４
７
条
の
１
５
第
１
項

」
に
改

め
る
。

第
百
二
十
三
号
の
八
様
式
か
ら
第
百
二
十
三
号
の
二
十
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
七
号
様
式
表
の

改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
、

又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
通
知
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
、
又
は

提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

告 示■

◎群馬県告示第３４９号

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 失効する知事指定薬物の名称

(1) ２―（｛［２―（４―エチル―２，５―ジメトキシフェニル）エチル］アミノ｝メチル）フェノール（通称

名２５Ｅ―ＮＢＯＨ、２Ｃ―Ｅ―ＮＢＯＨ）及びその塩類

(2) ３―［１―（１―ピペリジニル）シクロヘキシル］フェノール（通称名３―ＨＯ―ＰＣＰ、３―ＯＨ―ＰＣ

Ｐ、３―Ｈｙｄｒｏｘｙ―ＰＣＰ）及びその塩類

(3) キノリン―８―イル＝１―ペンチル―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキシラート（通称名ＮＰＢ―２２）

及びその塩類

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。

３ 指定が効力を失う日

平成３０年１２月２９日

４ 罰則の適用

この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。

◎群馬県告示第３５０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する

予定である。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 邑楽郡千代田町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備

３ 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び千代田町

役場に備え置いて縦覧に供する。
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平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

◎群馬県告示第３５１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 綿貫篠塚線 高崎市八幡原町字北川久保５０８番の 前 ８．９～１４．０ １２８．７
３地先から同市同字同４５５番の１地
先まで 後 ８．９～３３．２ １２８．７

◎群馬県告示第３５２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 下仁田安中倉 富岡市蚊沼字堂山８７７番の３地先か 前 ７．９～２１．９ ３１５．５
渕線 ら同市同字嶋５０２番の１地先まで

後 ８．５～３１．９ ３０６．５

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年１２月１４日
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２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人富岡製糸場を愛する会

３ 代表者の氏名 高橋伸二

４ 主たる事務所の所在地 富岡市富岡１１２３番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、富岡製糸場の歴史的、文化的、産業的な遺産価値を認め、これを愛護す

る者をもって組織し、富岡製糸場について共に学び合いながらその輪を広げるとともに、「富岡製糸場と絹産業

遺産群」を核とする地域活性化等を支援する事業を行い、もって不特定多数及び地域社会の利益増進に寄与する

ことを目的とする。

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬県野鳥の森施設

(2) 所在地 安中市松井田町横川地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 安中市

(2) 主たる事務所の所在地 安中市安中一丁目２３番１３号

(3) 代表者の氏名 安中市長 茂木英子

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 伊香保森林公園

(2) 所在地 渋川市伊香保町伊香保地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 グリーンクラフトマン株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 藤岡市本郷８２０番地９

(3) 代表者の氏名 代表取締役 八木公治

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 赤城森林公園及び赤城ふれあいの森

(2) 所在地 前橋市柏倉町地内及び富士見町赤城山地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 群馬県森林組合連合会

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市上大島町１８２番地２０

(3) 代表者の氏名 代表理事会長 八木原勇治

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 さくらの里

(2) 所在地 甘楽郡下仁田町大字上小坂地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 一般財団法人群馬県森林・緑整備基金

(2) 主たる事務所の所在地 北群馬郡榛東村大字新井２９３５番地

(3) 代表者の氏名 代表理事 井田由夫

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 桜山森林公園

(2) 所在地 藤岡市三波川地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 藤岡市

(2) 主たる事務所の所在地 藤岡市中栗須３２７番地
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(3) 代表者の氏名 藤岡市長 新井雅博

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 みかぼ森林公園

(2) 所在地 藤岡市上日野地内

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 グリーンクラフトマン株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 藤岡市本郷８２０番地９

(3) 代表者の氏名 代表取締役 八木公治

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 ２１世紀の森

(2) 所在地 沼田市上発知町地内及び利根郡川場村門前地内外

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 利根沼田森林組合

(2) 主たる事務所の所在地 利根郡川場村大字谷地２０５４番地４

(3) 代表者の氏名 代表理事組合長 鈴木敏雄

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により県営境小此木土地改良事業の換地計

画を定めたので、同条第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明
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１ 縦覧に供する書類 換地計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 平成３１年１月４日から平成３１年２月１日まで

３ 縦覧に供する場所 伊勢崎市役所

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 公の施設の名称及び所在地

(1) 名称 群馬の森

(2) 所在地 高崎市綿貫町外

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(1) 名称 グリーンクラフトマン株式会社

(2) 主たる事務所の所在地 藤岡市本郷８２０番地９

(3) 代表者の氏名 代表取締役 八木公治

３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

収用委員会公告■

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用裁決手続の開始を次のとおり決定し

た。

平成３０年１２月２８日

群馬県収用委員会会長 戸 所 仁 治

１ 起業者の名称 高崎市

２ 事業の種類 浜川運動公園拡張事業並びにこれに伴う市道及び農業用排水路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

群馬県高崎市井出町字西下井出

地目 地積（㎡） 収用の裁決手続の開始を
地番 決定する面積（㎡）

公簿 現況 公簿 実測

４５４番１３ 山林 原野 ４５ ４５．８９ ４５．８９

４ 土地所有者の氏名及び住所

氏名 住所

楊 威 不明
（土地登記記録上の住所地）高崎市井出町４５４番地１２
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５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 なし

６ 裁決手続の開始を決定した年月日 平成３０年１２月２１日

土地収用法施行令（昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同令第５条第２項の規定により、

次のとおり公示による通知を行う。

なお、通知書は、群馬県県土整備部監理課用地対策室に保管してあり、通知を受けるべき者にいつでも交付する。

受領しないときは、平成３１年１月１７日をもって、その通知があったものとみなされる。

平成３０年１２月２８日

群馬県収用委員会会長 戸 所 仁 治

１ 事件名 浜川運動公園拡張事業並びにこれに伴う市道及び農業用排水路付替工事に係る土地収用事件

２ 通知書の名称 平成３０年１２月２５日付け群収用委第３００５８－８号「第１回審理の開催について（通

知）」

３ 通知を受けるべき者の氏名及び住所並びに収用しようとする土地の所在及び地番

(1) 氏名及び住所

氏 名 住 所

楊 威 不明
（土地登記記録上の住所地）高崎市井出町４５４番地１２

(2) 土地の所在及び地番 群馬県高崎市井出町字西下井出４５４番１３

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成３０年１２月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 調達内容

(1) 調達件名 群馬県域電子申請サービス提供業務

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。

(3) 履行期間 契約締結の日から平成３６年８月３１日（土）まで

(4) 履行場所 群馬県企画部情報政策課が指定した場所又は受託者の申請により同課が認めた場所

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し共同企業体又は単独企業による一般競争入札に付する。落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。
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２ 入札参加資格 共同企業体による場合は(1)に、単独企業による場合は(2)に示すとおりとする。

(1) 共同企業体 次に掲げる要件を満たす者であること。

ア 共同企業体の構成員の資格要件

(ｱ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(ｲ) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定

により作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載

されている者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定に

より、平成３１年１月２４日（木）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年

２月１３日（水）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県企画部情報政策課へその旨連絡する

こと。

(ｳ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更

生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、

手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(ｴ) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受

けていない者であること。

(ｵ) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(ｶ) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(ｷ) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又

は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）で

ないこと。

イ 共同企業体全体の資格要件

(ｱ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。

(ｲ) 共同企業体の代表構成員は、実質的営業年数が１０年以上であること。

なお、実質的営業年数とは、一定の業務を継続的に営んでいる年数をいい、営業譲渡を受けた企業につ

いては、譲渡元企業の営業年数を通算する。

(ｳ) プライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）の認証及び情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳ

Ｏ／ＩＥＣ２７００１）の資格（これらと同等の信頼性があると知事が認める認定を含む。）を取得済み

又は平成３１年８月１日（木）までに認定を受ける見込みがあること。

(ｴ) 地方公共団体における共同利用型ＡＳＰ電子申請サービスの運用実績があること。

(ｵ) 群馬県域電子申請サービス提供業務共同企業体協定を締結していること。

なお、共同企業体は、自主結成とする。

(ｶ) 共同企業体の各構成員は、他の共同企業体の構成員として又は単独で本件入札に参加していないこと。

(ｷ) 共同企業体の代表構成員は、日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

(2) 単独企業 上記(1)に掲げる要件（イ(ｱ)、(ｵ)及び(ｶ)を除く。）を満たす者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５７０ 群
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馬県前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県企画部情報政策課情報化推進係（佐竹佑介） 電話０２７－２２６

－２３４５（ダイヤルイン）

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/）からのダウンロ

ードによる。

なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を

受けること。

(3) 入札説明書の交付期間 平成３０年１２月２８日（金）から平成３１年１月１８日（金）までの毎日。ただ

し、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下

「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までの間とする。

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下

「申請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、平成３１年１月３１日（木）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 平成３１年１月２４日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第

１項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「群馬県域電子申請サービス提供業務入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(5) 入札及び開札の日時及び場所 平成３１年２月１４日（木）午前１０時 群馬県庁舎１９階１９１会議室

（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１３日（水）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県企画部情報政

策課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「群馬県域電子申請サービス提供業務入札書在中」

と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Masaaki Osawa, Governor of Gunma

Prefecture

(2) Nature of the services to be required: Electronic Application system as ASP Service
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(3) Term of contract: From the day of commencement through August 31, 2024

(4) Date and time for the submission of tenders: Thursday, February 14, 2019 at 10:00 a.m. (Tenders

submitted by registered mail must be received by Wednesday, February 13, 2019 at 4:00 p.m.)

(5) Managing Authority: Information Network Division, Department of Planning and Development, Gunma

Prefectural Government, 1-1-1 Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-8570, Japan, TEL 027-226-234

5(Japanese language only)

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成３０年１２月２８日

群馬県立二葉特別支援学校長 筑 井 博 之

１ 調達内容

(1) 購入等件名及び数量 群馬県立二葉・二葉高等特別支援学校スクールバス運行委託業務 ５路線

(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(3) 委託期間 平成３１年４月１日（月）から平成３２年３月３１日（火）まで

(4) 履行場所 群馬県立二葉特別支援学校通学区管内及び群馬県立二葉特別支援学校の指定する場所

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

平成３１年１月２１日（月）までに群馬県会計局会計課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月３１日

（木）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立二葉特別支援学校へその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支
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店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 本件と同種の業務について実績があること。

(9) 日本国内において、県教育委員会が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７０－３５３１ 群馬

県高崎市足門町１２０ 群馬県立二葉特別支援学校（担当：串淵 豪） 電話０２７－３７３－２２３５

ファクシミリ０２７－３７１－４２１６

(2) 入札説明書の交付方法 平成３０年１２月２８日（金）から平成３１年１月２４日（木）までの日（群馬県

の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休

日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県教育委員会が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければなら

ない。また、入札参加資格確認結果は、平成３１年２月５日（火）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 平成３１年１月２４日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第

１項に規定する休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「スクールバス運行委託業務に係る入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成３１年２月１３日（水）午前１１時 群馬県立二葉特別支援学校会議室

（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１２日（火）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立二葉特別支

援学校長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「スクールバス運行委託業務に係る入札書在中」

と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary



57

平成３０年１２月２８日（金） 群 馬 県 報 第９６６３号

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiroyuki Tsukui, Principal of Gunma

Prefectural Futaba Special Needs School

(2) Nature and quantity of the services to be required: School bus service for Gunma Prefectural

Futaba Special Needs School

(3) Fulfillment period: From April 1, 2019 To March 31, 2020

(4) Fulfillment place: Gunma Prefectural Futaba Special Needs School district jurisdiction and

places Gunma Prefectural Futaba Special Needs School designates

(5) Dates of issue for tender documents: From 9:00 a.m. December 28, 2018 To 5:00 p.m. January 24,

2019

(6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding

qualifications: Until 5:00 p.m. January 24, 2019

(7) Bidding deadline: Until 11:00 a.m. February 13, 2019

The tender must be sent to the address below no later than February 12, 2019 at 5:00 p.m. by

registered mail.

(8) For further details, please contact: Go Kushibuchi, Gunma Prefectural Futaba Special Needs

School, 120 Ashikado-machi, Takasaki-shi, Gunma-ken, 370-3531, Japan, Tel: 027-373-2235 (Japanese

language only)

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１２月２８日

群馬県立小児医療センター院長 外 松 学

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 手術部門患者情報システム 一式（メーカー保証期間を除く４年間の保守

を含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立小児医療センター事務局経営課 群馬県渋川市

北橘町下箱田７７９番地

３ 落札者を決定した日 平成３０年１１月２６日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社栗原医療器械店前橋支店 群馬県前橋市荒牧町二丁目３９番地７

５ 落札金額 １０８，９３８，７３６円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年１０月１６日

毎週火､金曜日発行
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